
１ 実質赤字比率

実質赤字額がある団体はない。（令和２年度決算も同じ）

令和３年度決算に基づく健全化判断比率等（確報値）のポイント

Ⅰ． 健全化判断比率の概要

２ 連結実質赤字比率

連結実質赤字額がある団体はない。（令和２年度決算は１団体）

３ 実質公債費比率

県内市町村の加重平均値は7.0％。 （２年度決算：6.8％）

４ 将来負担比率

県内市町村の加重平均値は数値なし。 （２年度決算：7.4％）
※ 一般会計が将来的に負担すべき実質的な負債(将来負担額)に対し，負債の償還に充て

ることのできる基金等が多い場合，将来負担比率は算定されない。

Ⅱ． 資金不足比率の概要

・ 県内市町村等の140公営企業会計のうち，経営健全化基準（資金
不足比率が20％）以上の会計はない。（２年度決算：２会計）

令和４年12月１日 鹿児島県市町村課
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※令和４年10月３日公表の速報値から一部変更あり（P4）
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４ 将来負担比率 

 将来負担比率の県内市町村の加重平均は，一般会計が将来的に負担すべき実質的な負債(将来負担額)

に対し，負債の償還に充てることのできる基金等が多いため，算定されず数値なしとなった。（前年度平

均は7.4％） 

早期健全化基準以上の団体はなく，最も高い団体は61.5％であった。 

  なお，鹿屋市，枕崎市，阿久根市，出水市，垂水市，薩摩川内市，曽於市，霧島市，南さつま市， 

志布志市，南九州市，伊佐市，三島村，十島村，さつま町，湧水町，大崎町，東串良町，錦江町， 

南大隅町，肝付町，屋久島町，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町及び喜界町の将来負担比率が 

上記の要因により，算定されていない。 

 

（単位：％）

R３年度(A) Ｒ２年度(B) 増　減(A-B) 早期健全化基準

25.6 37.3 ▲ 11.7

- - -

- 27.7 ▲ 27.7

- - -

- - -

46.5 49.2 ▲ 2.7

1.7 15.8 ▲ 14.1

- 26.4 ▲ 26.4

- 0.3 ▲ 0.3

16.8 30.6 ▲ 13.8

- - -

- - -

42.8 75.4 ▲ 32.6

- - -

- 15.3 ▲ 15.3

27.4 33.9 ▲ 6.5

- - -

- - -

54.4 63.1 ▲ 8.7

- - -

- - -

- - -

1.8 4.1 ▲ 2.3

- 10.8 ▲10.8

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

16.5 26.3 ▲ 9.8

18.2 30.4 ▲ 12.2

- 8.5 ▲ 8.5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

10.8 - 10.8

8.6 23.9 ▲ 15.3

58.4 74.4 ▲ 16.0

61.5 85.2 ▲ 23.7

15.5 22.3 ▲ 6.8

9.4 18.4 ▲ 9.0

- 7.4 ▲ 7.4 -

350.0

市町村名

鹿児島市

鹿屋市

枕崎市

阿久根市

出水市

指宿市

西之表市

垂水市

薩摩川内市

日置市

曽於市

霧島市

いちき串木野市

南さつま市

志布志市

奄美市

南九州市

伊佐市

姶良市

三島村

十島村

さつま町

長島町

湧水町

大崎町

東串良町

錦江町

南大隅町

肝付町

中種子町

南種子町

屋久島町

大和村

宇検村

瀬戸内町

龍郷町

喜界町

徳之島町

市町村平均
(加重平均)

天城町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

※ 速報値からの変更点：いちき串木野市43.3→42.8 








